
　　○町税や使用料等を滞納していない方

☆　助成対象スポーツと助成金額

【距離】10kmごとに500円

　　※助成対象期間　令和７年４月１日(火)～令和８年２月28日(土)

備考

ウォーキングとランニング
は、両方合わせての上限額が
10,000円となります。

提出書類等

１　交付申請書（要綱様式第１号）
２　活動記録用紙（要綱様式第２号）
３　対象スポーツ活動を記録したスマート
　フォンアプリ(地図や距離などが確認で
　きるもの)または万歩計を提示
４　本人確認書類(免許証など)を提示

提出期日

助成対象スポーツ活動を記録した月の翌月末まで。
ただし、当該年度の申請は３月31日まで。

【例】４月分の記録→５月31日までに申請

交付上限額

10,000円

【距離】10kmごとに500円
【歩数】15,000歩ごとに500円 10,000円

　　○葛巻町に住所を有し、居住する満18歳以上の方。ただし、高校生は除きます。

葛巻町スポーツ習慣化促進事業助成金【ＰＲ版】

　　葛巻町では生活習慣の改善を行い、健康寿命の延伸を推進する取り組みのひとつとして、

　町が指定するスポーツを行った方に、「くずまき商品券」で助成金を交付します。

　　スポーツ活動をスマートフォンアプリで記録し申請すると、１人最大２万

☆　対象者

　円分のくずまき商品券を交付します！

スポーツで身も心もリフレッシュ！

商品券交付基準助成対象スポーツ

ランニング

サイクリング 【距離】50kmごとに500円

ウォーキング

※端数は切り捨てとなります。【例】４月のランニング17km → 10km分500円

【お問合せ・申請窓口】
葛巻町役場 健康福祉課　TEL:0195-65-8991（直通）

　　 助成金は、申請内容を審査し適正と認められる場合、くずまき商品券で即時交付します。

☆　支給方法

☆　申請方法

　　 その他、詳しくは葛巻町スポーツ習慣化促進事業助成金交付要綱をご覧ください。

　　下記により申請をお願いします。

☆　申請受付期間

　　令和７年５月１日(木)～令和８年３月31日(月)

☆　その他


